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平成２９年度
標準推進委員会の活動方針

  ２０１７年４月
一般財団法人 全国地域情報化推進協会
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１．委員会体制

標準推進委員会は、地域における多数の情報システムをオープンに連携させる

ための基盤としての地域情報プラットフォームの構築の推進（標準仕様の策定、

管理、改訂）を行う。

理
事
会

標準推進委員会

ＩＣＴ利活用地域イノベー
ション委員会

地域情報プラットフォーム標準仕様の
策定、維持管理、改訂・強化を行う

新課題への対応、普及促進活動を行う
標準化必要となった案件は随時、
標準推進委員会へ移管する

標準仕様ＷＧ

ＧＩＳｰＷＧ

インフラ・プラット
フォームＷＧ

ＩＣＴ利活用ＷＧ

技術標準、準拠・相互接続、
自治体業務標準、防災業務標準等を扱う

Wi-Fi、クラウド、マイナンバー、データ利活用など、
ネットワークインフラや制度インフラの検討を扱う

優良事例の横展開、マッチングサービス、各種地
域ＩＣＴサービスに係るコンテンツ検討や人材育成、
各種セミナー等の普及促進活動を扱う

教育・校務ＷＧ
教育・校務標準等を専門的に扱う

地図情報を管理するＧＩＳユニットおよび地図情報を
利用業務との連携に関するｲﾝﾀﾌｪｰｽを整理し、 標
準仕様策定。
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２．検討体制

教育ＩＣＴ環境整備検討TF:端末～クラウドまでを範囲とした
教育ＩＣＴ環境整備について検討

・ 委員長 東京大学名誉教授 齊藤 忠夫様
・ 副委員長 北九州市、日立製作所
・ アドバイザー 東京大学 教授 須藤 修様 東京工業大学 教授 大山 永昭様

東京大学 教授 柴崎 亮介様 鳴門教育大学 准教授 藤村 裕一様
東京大学 教授 目黒 公郎様

標準仕様WG

ＧＩＳ WG

・主査
国際航業

技術標準TF :アーキテクチャ標準仕様、プラットフォーム通信標準仕様等

準拠確認及び
相互接続性検討TF

・主査
富士通

技術標準、準拠・相互接続、自治体業務標準、防災業務アプリケーション標準仕様等を担当

：地プラ準拠確認仕様、相互接続確認仕様、相互接続
確認イベント 等

自治体業務標準化TF:自治体業務標準の法改正対応 等

防災情報標準仕様TF:防災情報共有ユニットの改定

教育・校務
WG
・主査
NTTﾗｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑｽﾞ

G空間及びGIS活用検討TF:G空間情報の利活用の促進のための共通空間基盤DBの実現

GIS-防災・業務ｼｽﾃﾑ連携TF：避難行動用支援者名簿ユニット及び
被災者台帳管理ユニットの改定

GIS及びGIS・業務連携等を専門的に扱う

校務標準化TF :教育情報アプリケーションユニットの改定 等

標準仕様
委員会
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地域情報プラットフォーム準拠登録製品

【準拠登録状況(平成27年3月31日現在)】
準拠ユニット製品総数 909ユニット製品

＜内訳＞■自治体業務アプリケーションユニット 689ユニット製品
■サービス基盤 106ユニット製品
■GISユニット 52ユニット製品
■教育情報アプリケーションユニット 60ユニット製品
■防災業務アプリケーションユニット 2ユニット製品

登録企業数 78社

0 500 1000 1500

福祉

地方税

住基

全体

1549(89％)

1406(81％)

1446(83％)

1570(90％)

導入自治体数

※グラフ内％は、全国1742市町村を母数とした割合

0 100 200 300 400 500

稼動済

（N=557）

未稼働

（N=1165）

326.7

420.3

（円／一人）

28.6％
削減

稼動自治体と非稼動自治体における
保守経費比較

すでに実装されおり、９０％に普及している

３．地域情報プラットフォーム（基幹系業務システム）の普及状況
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４．地域情報プラットフォームとは

① 業務ユニット間同士のデータ連携についての「約束事」
・庁内の各業務ユニットが提供するサービス（業務機能）の範囲
・庁内の各業務ユニット間同士で連携するデータ項目（含むコード辞書）
・同データ項目のうち、オンライン即時で連携する項目に関するインタフェース仕様
・自治体間、国と自治体間、および官民間の業務サービス連携仕様(*1) (*1)今後の予定

② 上記のデータ連携を実現するために必要な技術的な「約束事」
・通信、プロトコル等の規約類 （ＰＦ通信機能）
・データ連携時に用いる統合ＤＢに関するもの （統合ＤＢ機能）
・ワンストップサービスの実現を始めとした業務プロセスのフロー制御を行うために必要なもの （ＢＰＭ機能）
・複数サイト間（自治体間、国と自治体間、官民間）のサービス連携を実現するために必要なもの（ＰＦ共通機能）

ポイント！＜地域情報プラットフォームにおける約束事＞

地域情報プラットフォーム標準仕様で規定している以外の連携データ項目がある場合には、当該データの連携方式を別途調達仕様に盛り込む必要があります。
詳しくは地域情報プラットフォームガイドラインの第２章の２．３節を参照してください。

※ ＳＯＡサービス指向アーキテクチャ (Service-Oriented Architecture）

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E6%8C%87%E5%90%91%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%A3
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５．地域情報プラットフォームにおける「相互接続確認」の考え方

①調達者側（自治体他）にとっての、「準拠」登録製品に対する安心感を提供

②製品提供ベンダにとっての、実際のマルチベンダ環境での接続実証の場として、
実績（アピール）と経験の蓄積

③ＡＰＰＬＩＣとして、地域情報プラットフォーム準拠製品の普及促進、および必要に
応じて同標準仕様へのフィードバック（改善）

相互接続確認のための考え方・確認手法（相互接続確認テストの実施ルール、テストモデル）等の策定

地域情報プラットフォーム標準仕様書（技術、業務、ＧＩＳ）

準拠登録

●「相互接続確認」の標準化

●「相互接続確認」の意義

●「相互接続確認」の実践

上記で策定した相互接続確認の手法にもとづき、「相互接続確認イベント」を実施

地域情報プラットフォーム

準拠確認及び
相互接続確認仕様

相互接続確認

相互接続イベントの検証結果の公開（ＡＰＰＬＩＣサイト）、および必要に応じた標準仕様へのフィードバック

●「相互接続確認」の報告

準拠製品の
持ち寄り

実機での接続
テストを実施

標準仕様の準拠ルールに沿った
サービス連携の結果の確認

成功申請
報告
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地域情報ＰＦ準拠（登録完了）製品一覧
～「地域情報プラットフォーム準拠登録製品カタログ（2016年度下期）」～

「準拠登録製品」

「相互接続確認製品」

登録企業数 ８７社
準拠ユニット総数 １２２０ユニット
＜内訳＞ 自治体業務ユニット ９２０ユニット

サービス基盤ユニット １２９ユニット
ＧＩＳユニット ６９ユニット
教育情報アプリケーションユニット ９７ユニット

防災業務アプリケーションユニット ２ユニット
団体内統合宛名機能を実装した製品 ３ユニット

○平成28年10月末現在の準拠登録数

※ 最新の情報は、http://www.applic.or.jp/?page_id=1266を参照ください。

http://www.applic.or.jp/tech/compliance-registration/
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• 地域情報プラットフォーム上の各業務システムからの要求に応じて、地理空間デ
ータを用いた共通的な処理を行う業務ユニットとしてGISユニットを定義。

統合型GISで整備される共用空間データを行政情報システムで利活用するため
のシステム基盤となる。

業務ユニット業務ユニット

バック系業務ユニットバック系業務ユニット

住
民
基
本
台
帳

個
人
住
民
税

介
護
保
険

フロント系業務ユニットフロント系業務ユニット

電
子
申
請

電
子
調
達

共通系業務
ユニット

共通系業務
ユニット

住
登
外
管
理

PF通信機能PF通信機能

BPM機能BPM機能

PF共通機能PF共通機能

SOAP セキュリティ 高信頼性通信

プロセス制御 メッセージ交換パターン

ユーティリティ 認証・認可

統合DB機能

業務ユニット間インタフェース業務ユニット間インタフェース

Ｇ
Ｉ
Ｓ

モニタリング

SS EESS EE

＜Ａ自治体＞

サービス基盤

 

地域ポータル地域ポータル

サービス基盤サービス基盤

＜ポータル事業者＞

民間業務アプリ民間業務アプリ

サービス基盤サービス基盤

＜民間企業＞

利用者（住民）

開発

業務標準定義業務標準定義

IT標準定義IT標準定義

運用

システム運用システム運用

＜B自治体＞
サービス基盤サービス基盤

業務
ユニット

業務
ユニット

フロント系
業務ユニット

フロント系
業務ユニット

バック系
業務ユニット

バック系
業務ユニット

共通系
業務ユニット

共通系
業務ユニット

業務ユニット間インタフェース業務ユニット間インタフェース

道路データ河川データ
建物データ

・・・

地域情報プラットフォーム

統合型GISによる
共用空間データの整備

共用空間データ

地域情報プラットフォームにより
共用空間データを各情報システムで利活用

６．地域情報プラットフォームにおけるGISの位置づけ



自治体業務システム（２６ユニット）

７．地域情報プラットフォームを活用した防災・ GISと業務システム連携

番号法の成立→ 情報連携による業務効率化、サービス向上の必要性
（災害対策分野も情報連携対象業務）

被災地域における被災者ケアへのICT活用ニーズ

改正災害対策基本法施行（平成25年10月）
避難行動要支援者名簿、被災者台帳の制度化

Ｇ空間×ICTの推進
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ワンストップサービスが可能（今後、標準仕様を採用し
た他の地方公共団体等も含めたワンストップ化も可能）
→ 住民の利便性が向上

複数のベンダーが調達に参加できるように
なり、ベンダー間の競争環境が確保。
→ コスト削減

公共情報コモンズとの
連携についても検討

業
務
や
技
術
を
標
準
化

システム間の連携（業務処理の連携、データ共有）が可能。 → 業務が効率化

自治体業務システムと
ＧＩＳ、防災情報システム
の情報連携を実現する
ため、これまでの標準仕
様を改定（機能拡張）

・地域情報プラットフォームでは、自治体業務システムとＧＩＳ、防災情報システムを連携させることを目指しています。

Ｇ
Ｉ
Ｓ

防
災



【凡例】

【避難行動要支援者名簿、被災者台帳の作成・更新における地域情報プラットフォーム活用のメリット】
①各業務システム（ユニット）とのシームレスな情報連携により、避難行動要支援者名簿、被災者台帳を常に最新の状態に保つことが可能
②中間サーバー及び情報提供ネットワークシステムを介した、他の自治体との情報連携を容易に実現 【Ver 3.0】
（中間サーバー・ソフトウェアは、地域情報プラットフォームに準拠した既存システムとの接続性を考慮したものとなる予定であり、バージョン
アップにより接続可能）

地域情報PF IF
（既存）

地域情報PF IF
（新規検討）

【標準化検討の概要】
(1）業務の分析と標準的な業務の範囲等の検討。業務ユニット単位の確定
(2)地域情報PFによるデータ連携を考慮した、避難行動要支援者名簿、被災者台帳のデータ標準化
(3)避難行動要支援者名簿の随時更新を考慮したIFの標準化
(4)被災者台帳の迅速な作成を考慮したIFの標準化（団体間連携含む）

※IF検討にあたっては、SOAP連携を前提にしつつ、バッチ処理に対応する連携についても考慮

情
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…

被災者台帳 避難行動
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住民
マイポータルを利用した、各種
申請や申請状況の確認

新規
ユニット化

８．地域情報プラットフォームを活用したGISと防災・業務システム連携



「子どもと向き合うゆとり」を創出、「教育の質向上」へ

校務情報化で

教育の情報化は子どもが情報活用する力を育てること、
授業等の指導で情報通信技術を活用すること、

教員の校務（学校事務）の情報化の３つの面で推進されています。

教育の
情報化の推進

子どもの
情報活用力を
育てる

授業などでの
情報通信技術の

活用

教員の
校務の情報化

（学校事務）

校務の情報化・クラウド化で子どもの進級・進学・転校時の情報共有を効率化

総務省とAPPLICは校務情報化を推進します。
APPLICでは、クラウドを利用した教育の情報化を推進する「教育クラウド整備ガイドブック」を

まとめ、子どもの教育における学習記録データや番号制度の活用などによる安心で利便性の高いサー

ビスの実現を目指しています。

教育の情報化とは

他団体と連携して、この３つを以下の方策で実現します。

子どもの情報活用力 授業などでの情報通信技術の活用 教員の校務の情報化

校務のデータ連携で業務効率化と指導の質向上

クラウドサービス活用で子どもに向き合う時間を創出

進級・進学や転校の際、データ入力や転記が不要

子どもの情報を長時間、継続的に教職員が共有し活用

紙使用量を減らし、システム移行時のリスクも低減

教育委員会・学校間、学校・保護者間の情報共有を円滑に

教職員は教育活動に専念でき、負担が軽減

災害発生時にもデータを確実に保持。業務継続に備え

その他、自治体業務との連携や
将来の番号制度への活用も視野に入れた標準化を推進します。

一人一人の子どもに向き合う時間が増えれば、よりきめ細かな指導が可能に。
その他、利用するサービスや利用者数の増減に柔軟に対応し、予算を有効活用できます。

APPLICでは相互接続試験を通じ、
異なるシステム間どうしを円滑につなぐ
データ連携の標準化に取り組んでいます。

APPLICでは標準仕様に準拠した製品に
推奨マークを発行し普及を促進しています。

準拠登録商品

準拠登録・相互接続確認製品

校務情報化やシステム整備・運用などに関するご相談は、お気軽にAPPLICテクニカルアドバイザー（ATA）へ

こちらよりご覧いただけます

http://www.applic.or.jp/pf/entry/index.html

お問い合わせ・APPLICテクニカルアドバイザー派遣依頼はこちら ▼ http://www.applic.or.jp/ata.html

一般財団法人 全国地域情報化推進協会

20150601 ©APPLIC All Rights Reserved.［電話］（03）5251-0311 ［電子メール］ info@applic.or.jp ［ホームページ］ http://www.applic.or.jp

〒105-0001東京都港区虎ノ門2丁目9-14 郵政福祉虎ノ門第1ビル 3F
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「教育の質向上」に向けた「子どもと向き合うゆとり」の創出には、「校務の情報化」が必要です。

学校、地域・保護者、教育行政との連携

教職員の負担を軽減し、子どもと向き合うゆとりを創出、
教育の質向上を目指します。

［校務情報化の推進〜計画と運用〜］

中央省庁

首長部局
教育委員会

地域・保護者

情報セキュリティの確保

事務負担軽減・効率化

地域への情報公開

保護者との情報共有の促進

学校

教育の質的向上

子どもへの
より細やかな対応

ICT（情報通信技術）により、地域への情報公開、保護者との情報共有を促進し、学校と関係者との連携を強化してい
きます。また個人情報など大切な情報のセキュリティを確保することも効果として期待されています。

転記ミスや再入力の必要がなく、子どもに対するゆとりをつくります。

校務情報化で使われる校務支援システムは、様々な企業・団体が開発しており、導入する自治体や学校ごとにシステムが違う
ために、データの再入力作業が必要となり、効率化を妨げておりました。それを改善するためにシステム間連携の標準化が必
要です。

APPLICが推奨するシステム間のデータ連携の標準化により、再入力の手間や転記ミスを削減できます。法的に長期保存が義務づけられる指
導要録、健康診断票の書式データ項目などを定めている「教育情報アプリケーションユニット標準仕様V1.1」を公開しています。

データ連携で転記ミス、再入力の手間を削減 標準化によるデータ活用

クラウドにより情報の利便性が高まり、安心•安全に校務情報を保持できます。

校務の情報化にクラウドサービスを利用することで、現場にシステムを持たなくても情報の発信、加工、蓄積が可能になります。
教育分野でもクラウドサービスの充実にともなう利用者の利便性に応えると同時に、

クラウド型で校務情報化を実現するには、従来の調達とは異なる「サービス調達」をご検討ください。クラウドサービスでは提供者が情報システム
を所有し保守管理責任を負い、利用者は期間や利用量などに応じて対価を支払う契約となります。

［サービス調達のメリット］ ①利用者のシステム保守管理負担を軽減します。 ②毎年の財政負担を平準化します。

従来の調達とサービス調達の違い もしもの災害時でも校務情報を守る

PDCA
サイクルの実現

使える
仕組みを
構築します

何を
実現するか
策定します

ICT支援員、
ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸが
ﾀｲﾑﾘー に
サポート

さらに
良くなる
改善点を
見つけます

改善や工夫を全体で共有

子どもに対するゆとり創出 推進体制を整備

教職員ノウハウ共有を支援

④継続的な改善を積み重ね

①活用目的を明確化する ②手軽•安全な仕組みづくり

③利用者をしっかりサポート

•効果測定の方法や時期を
明確化

•見える化した効果も
教職員や行政、地域で共有

•教職員の校務負担軽減、
効率化

•教職員・保護者の情報共有、
地域への情報公開促進

•情報セキュリティの確保など

•校務情報化推進リーダーの
配置、情報政策部門との連携

•教職員が
「使える、使いたい」と
思える仕組み

•学校経営へのデータ活用/
業務効率化両面への
働きかけ

•良い使い方はまねる、学ぶ


